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食品
区分 設定理由 含まれる食品の範囲

飲料水

①すべての人が摂取し代替がきかず、摂取量が
大きい

②WHOが飲料水中の放射性物質の指標値
（10 Bq/kg）を提示
③水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能

○直接飲用する水、調理に使用する水
及び水との代替関係が強い飲用茶

乳児用
食品

○食品安全委員会が、「小児の期間については、
感受性が成人より高い可能性」を指摘

○健康増進法（平成14年法律第103
号）第26条第1項の規定に基づく特
別用途表示食品のうち「乳児用」に
適する旨の表示許可を受けたもの

○乳児の飲食に供することを目的とし
て販売するもの

牛乳
①子どもの摂取量が特に多い
②食品安全委員会が、「小児の期間については、
感受性が成人より高い可能性」を指摘

○乳及び乳製品の成分規格等に関する
省令（昭和26年厚生省令第52号）
の乳（牛乳、低脂肪乳、加工乳な
ど） 及び乳飲料

一般
食品

以下の理由により、「一般食品」として一括し
て区分
①個人の食習慣の違い（摂取する食品の偏り）
の影響を最小限にすることが可能

②国民にとって、分かりやすい規制
③コーデックス委員会などの国際的な考え方と
整合

○上記以外の食品

■ 参考：食品区分の範囲について

令和6年4月1日に、食品衛生基準行政は、消費者庁に移管されました。
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（参考） 検査対象自治体及び検査対象品目①

原木きのこ類

栽培/飼養管理が
困難な品目群

栽培/飼養管理が
可能な品目群

（原木きのこ類を除く）

17都県で実施

直近３年間で、基準値の1/2の
超過が確認されるなど検査を継
続する必要がある自治体
（他の都県も必要に応じて実施）

検査対象品目毎に検査対象自治体を定める
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福
島
県

野菜類等 ●

果実類 ●

米 ■

直近1年間（令和６年４月１日から令和７年２月28日まで）の結果に基づき分類
● ： 基準値の１／２の超過が検出されたもの（基準値超過が検出されたものを除く。）。
■ ： 別添において検査対象となっているもの。

※飼養管理の影響を大きく受けるため、継続的なモニタリング検査が必要な品目のうち、乳の検査は福島県において、牛肉の検査は岩手県、
宮城県、福島県及び栃木県（別添４の１の（２）を満たす場合を除く。）において実施する。

栽培/飼養管理が可能な品目群（原木きのこ類を除く。）

【検査対象自治体】
直近３年間の検査結果に基づき、基準値の１／２を超える放射性セシウムが検出された品目が確認され

るなど検査を継続する必要がある自治体。

【検査対象品目及びその対象自治体】

（参考） 検査対象自治体及び検査対象品目②
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青
森
県
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手
県
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田
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城
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形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

千
葉
県

埼
玉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

山
梨
県

長
野
県

静
岡
県

基準値超
の品目

野生のきのこ・山菜類等 ● ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ □ ◎ □ □ □ □ ◎ ◎ ◎ ◎

野生鳥獣の肉類 □ ◎ □ ◎ □ ◎ ● □ ◎ ● □ □ □ □ □ ● □

基準値1/2
超の品目

野生のきのこ・山菜類等 □ □ □ ● □ ● □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ □

野生鳥獣の肉類 □ □ □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

内水面魚種 － － － □ － ● － － ● － － － － － － － －

直近１年間（令和６年４月１日から令和７年２月28日まで）の結果に基づき分類
◎：基準値超過が検出されたもの。
●：基準値の１／２の超過が検出されたもの（基準値超過が検出されたものを除く。）。
□：対象品目の管理の困難性（野生のきのこ類・山菜類等）、移動性（野生鳥獣の肉類）、出荷制限の設定状況等（水産物）を考慮し検査が必要な
もの。
－：直近１年間の検査結果等に基づいた場合、当該自治体において検査対象として区分されないもの。
×：該当なし。

【検査対象自治体】
栽培/飼養管理が困難な品目群は、管理の困難性等を考慮し、検査を継続する必要がある自治体。

【検査対象品目及びその対象自治体】

①栽培/飼養管理が困難な品目群

※検査対象自治体においては、検査対象として指定されていない他の品目についても、必要に応じて検査を実施。以下、原木きのこ類及び栽培/飼
養管理が可能な品目群においても同じ。

（参考） 検査対象自治体及び検査対象品目③
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潟
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梨
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県

静
岡
県

原木きのこ類 ▲▲▲●▲●▲●●▲▲▲▲▲▲▲▲

直近１年間（令和６年４月１日から令和７年２月28日まで）の結果に基づき分類
● ： 基準値の１／２の超過が検出されたもの（基準値超過が検出されたものを除く。）。
▲ ： 生産資材への放射性物質の影響の状況から、栽培管理及びモニタリング検査が必要なもの。

②栽培/飼養管理が可能な品目群のうち原木きのこ類

【検査対象自治体】
栽培/飼養管理が可能な品目群のうち原木きのこ類は、生産資材への放射性物質の影響の状況を考慮し、

検査を継続する必要がある自治体。

【検査対象品目及びその対象自治体】

（参考） 検査対象自治体及び検査対象品目④
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■ 原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限の対象食品（令和７年10月末時点）

【注１】県の管理下のもとで出荷するものについて一部解除
【注２】うち、一部地域のナラタケ、ブナハリタケ、ナメコ、ムキタケ、クリタケ、マイタケ及びマツタケ（一部地域では、県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるマツタケ、
ナメコ、ナラタケ、ムキタケに限る）を除く 【注３】うち、一部地域のナラタケ、ブナハリタケ、ナメコ、ムキタケ、クリタケ、クリタケモドキ及びハタケシメジを除く
【注４】うち、一部地域の県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるマツタケ、ナメコ、ナラタケ、ムキタケ、クリタケ、タケノコ及びコシアブラを除く
【注５】うち、一部地域のマツタケを除く

県名 出荷制限品目

福島県

(一部地域) 原乳、非結球性葉菜類(ホウレンソウ･コマツナ等)、結球性葉菜類(キャベツ等)、アブラナ科の花蕾類(ブロッコリー･カリフラワー等)、カブ、 原木シイ
タケ(露地・施設栽培)注1、原木ナメコ(露地栽培)、キノコ類(野生のものに限る。)注2、タケノコ、ワサビ(畑において栽培されたものに限る。)、ウド(野
生のものに限る。)、クサソテツ(こごみ)、コシアブラ、ゼンマイ、ウワバミソウ(野生のものに限る。)、タラノメ(野生のものに限る。)、フキ、フキノ
トウ(野生のものに限る。)、ワラビ、ウメ、ユズ、クリ、キウイフルーツ、米(平成23・24・25・26・27・28・29・30年産、2019年産、令和2・3・
4・5・６・7年産)注1、ヤマメ(養殖を除く。)、ウグイ、アユ(養殖を除く。)、イワナ(養殖を除く。)、フナ(養殖を除く。)､牛の肉､クマの肉 

(全域) イノシシの肉、カルガモの肉、キジの肉、ノウサギの肉、ヤマドリの肉、シカの肉注1

青森県 (一部地域) キノコ類(野生のものに限る。)注３

岩手県
(一部地域) 原木シイタケ(露地栽培)注1、原木クリタケ(露地栽培)、原木ナメコ(露地栽培)注1、キノコ類(野生のものに限る。)、タケノコ、コシアブラ、ゼンマイ、

ワラビ(野生のものに限る。)
(全域) シカの肉注1、クマの肉、ヤマドリの肉

宮城県
(一部地域) 原木シイタケ(露地栽培)注1、キノコ類(野生のものに限る。)注４、タケノコ注４、コシアブラ注４、ゼンマイ、タラノメ(野生のものに限る。)、ワラビ（野

生のものに限る）、イワナ(養殖を除く。)、ヤマメ(養殖を除く。)、ウグイ
(全域) イノシシの肉注1、クマの肉、シカの肉注1

山形県 (一部地域) キノコ類(野生のものに限る。)
(全域) クマの肉注1

茨城県 (一部地域) 原木シイタケ(露地・施設栽培)注1、コシアブラ(野生のものに限る。)、キノコ類(野生のものに限る。)
(全域) イノシシの肉注1

栃木県
(一部地域) 原木シイタケ(露地・施設栽培)注1、原木クリタケ(露地栽培)注1、原木ナメコ(露地栽培)、キノコ類(野生のものに限る。)、タケノコ、クサソテツ(こご

み)(野生のものに限る。)、コシアブラ(野生のものに限る。)、サンショウ(野生のものに限る。)、ゼンマイ(野生のものに限る。)、タラノメ(野生のもの
に限る。)、ワラビ(野生のものに限る。)

(全域) イノシシの肉注1、シカの肉

群馬県 (一部地域) キノコ類(野生のものに限る。)、コシアブラ（野生のものに限る。）、タラノメ（野生のものに限る。）
(全域) イノシシの肉、クマの肉、シカの肉注1、ヤマドリの肉

埼玉県 (一部地域) キノコ類(野生のものに限る。)

千葉県 (一部地域) 原木シイタケ(露地・施設栽培)注1、イノシシの肉注1

新潟県 (一部地域) コシアブラ(野生のものに限る。)、クマの肉注1

山梨県 (一部地域) キノコ類(野生のものに限る。)

長野県 (一部地域) キノコ類(野生のものに限る。)注５、コシアブラ、シカの肉注1

静岡県 (一部地域) キノコ類(野生のものに限る。)
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 厚生労働省のウェブページで公表している検査データを基に
集計

 検査結果が公表された日付で、各年度毎に集計
（平成23年度は、平成23年3月を含む）

 ガイドラインで検査対象自治体となっている17都県で、生
産・検査された食品を抽出（流通品は含まない）

検査結果の集計方法

参考：厚生労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045250.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045250.html
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 濃度別点数注の推移（原木きのこ類）

注：検出限界値未満のものは25 Bq/kg以下として集計

検査の結果②
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検査の結果③
 濃度別点数注の推移（栽培/飼養管理が困難な品目群）

注：検出限界値未満のものは25 Bq/kg以下として集計
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 まとめ
 放射性物質低減対策の徹底や、時間経過による放射能の減少等
により、事故直後と比べると、食品中の放射性物質レベルは全体的
に低下。

 平成30年度以降、栽培／飼養管理が可能な品目群において、基
準値超過はない（既に廃棄されたほ場での産品等、特殊な事例を
除く）。

 栽培／飼養管理が困難な品目群の一部（野生きのこ類・山菜類
や野生鳥獣肉類等）を中心に、安定して基準値を下回ることが確
認されるまで引き続き出荷制限等の措置を実施中。

検査の結果⑥

農林水産省ウェブページ：食品中の放射性セシウム濃度の検査結果
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/radio nuclide/index.html

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/radio_nuclide/index.html

